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平成 22 年 10 月 13 日 

大阪社保・国保審査委員  

 

レセプトの摘要欄に 

「化学療法中（○○投与中）」と記載があれば、病名無しで 

 

胸部 CT  2 ヶ月毎に 1 回 

生化学検査  月 2 回をめどに 

血算・血液像   月 2 回をめどに 

ECG・心エコー   月 1 回をめどに 

胸部 XP 適宜 

 

さらに スーテントの場合 

甲状腺ホルモン検査  月 1 回をめどに 

 

認めます。 

 

ただし、傾向的であれば査定することもありますのでご留意下さい。 

 

レセプトの摘要欄に「化学療法中（○○投与中）」と記載がなければ、通常審査となります。 

 尚、今後の EBM 等によって変更になる場合があります。その際は、改めて公表いたします。 

 


